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　介護に直面した従業員が働き続けられる職場環境を整備し、人材の確保・定着を図りたいとお考えの
企業を支援する助成金です。

詳細はこちら 介護離職防止支援コース で検索　　　
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/
index.html（厚生労働省）

■必要な取り組みの内容■
①「労働者の仕事と介護の両立に関す
る実態把握」のため、アンケート調査
を行う。
②厚生労働省指定の資料により、自社
の介護休業関係制度を見直す。
③人事労務担当者等による社内研修
を実施し、仕事と介護の両立支援制
度等の周知を行う。
④仕事と介護の両立に関する相談窓
口を設置し、全労働者に周知する。
⑤介護休業の取得及び職場復帰並び
に介護休業関係制度の利用につい
て介護支援プランにより支援する措
置を実施する旨をあらかじめ規定し、
労働者へ周知する。

介護制度とは、
所定外労働の制限、時差出勤、
深夜業の制限、短時間勤務制
度をさします。

介護プランの作成なく、介護休
業や介護制度の利用を開始し
た場合には対象になりません。

＊今回の記載項目の他にも、様
々な受給要件がありますので
ご注意ください。

①介護休業･･･1企業あたり2人まで（無期雇用、有期雇用各1人ずつ）
　中小企業1人につき57万円（72万円）、中小企業以外　38万円（48万円）
②介護制度･･･1企業あたり2人まで（無期雇用、有期雇用各1人ずつ）
　中小企業1人につき28.5万円（36万円）、中小企業以外　19万円（24万円）
　＊（　）内は生産性要件を満たした場合

助 成 額

支給申請までの流れ
仕事と介護の両立のための職場環境整備

就業規則等への明文化・労働者への周知

フォロー面談の実施

支給申請（申請期間2か月）

＜介護休業の場合＞

継続雇用
1か月後

1か月以内 1か月以内

継続雇用
1か月後

＜介護制度の場合＞

従業員との面談
介護支援プランの作成

従業員が家族の
介護に直面

介護支援プランに基づく
業務体制の検討

介護支援プランに基づく
業務の整理、引き継ぎ

職場復帰

介護制度の利用
連続6週間

（複数回利用の場合は合計42日）

介護休業の取得
連続2週間以上

（分割取得の場合は合計14日以上）

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)のご案内


